
支
配
同
年
六
泊
三
十
一
日
箆
雪
組
'
個
物

m
W
0

・8
一
回
『
闘

a
“5

奉)vt-二第第( 境

論

撞

干す哩iII:日一月三二&F-四ヨ何回

犬

税

論

組
合
枇
曾
事
概
念

財
産
生
命
保
険

明
治
初
年
に
於
け
る
大
阪
潟
詐
命
H

枇

リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
慌
論

時

捨
棚

我
闘
の
閥
守
田
及
び
国
民
所
得
φ
一
論
ず

治

臨

常

地

経
済
政
策
山
中
山
吋
超
践
的
目
標
に
就
い
て

像
昨
坪
に
決
る
1
6
N
み
流
同

ミ

J
t
i
1
:
:
(
4
1
1

拙

幅

縮

疎

開
川
越
に
於
げ
る
中
央
地
方
枇
の
資
達

美
濃
柏
津
村
小
型
の
剖
山
制
度

法
事
博
士

女
品
市
博

1

純
情
血
中
博
J

料
山
閥
単
J
i

料
開
川
中
十 韓

睡

蔵

紳

戸

正

雄

米

間

庄

太

郎

小

島

昌

太

郎

菅

野

和

太

郎

谷

口

古

彦

綱

同

恥

博

士

汐

見

三

郎

川
山
拙
阿
山
中
イ

z
f
4
-

布

巾

げ

k
g
f

制
消
川
引
十

制
両
地
午
ナ

大藤

場i田

一般

rm三

中

川

典

之

助

弁

箆

弄



霜

主君

私
は
最
近
に
若
い
た

p 

r 

.-' 
〈

円
z 
~ 

ロ
oq 

税最
の立E
型f調
達逸

;於
け
o 
中
央

地
方

中

川

典

之

助

ロ
E
m
E百円

MU払
忙
紋
せ
ら
れ
た
博
士
回
目
宮
内
ι
Z
E
の
論

文

U
5
何

E
5
n
r
f
a
ι
日

r
M
o
r
iヨ

E
Z
m
w
E且
口

0
2
7

ロ内庁
ω
古
語

E
，
。
ロ
占
ぷ
『
5

3誌
に
掠
っ
て
、
相
側
抽
唱
に
於
け
る

故
近
の
中
央
・
地
方
税
の
殻
一
巡
b
t
鋭
っ
て
み
や
う
と
思
ム
。
氏

の
研
究
は
殆
ど
専
ら
共
和
閑
財
政
統
計
に
操
れ
る
も
の
ミ
如
く

で
あ
る
。
抑
も
共
和
闘
財
政
統
計
は
獅
地
に
於
け
る
と
の
種
の

主"

衣

凶
枯

ω
州
・
市
町
制
拾
に
謝
す
る
割
合

統
計
の
中
、
最
も
構
成
あ
る
も
の
九
一
で
あ
り
、
且
又
そ
れ
は

決
算
を
と
っ
て
ゐ
る
己
主
を
特
色
白
一
'
と
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て

租
枕
に
就
て
も
草
左
る
抽
出
算
や
見
積
で
友
く
、
各
曾
計
作
TM止に

入
う
て
来
た
寅
際
の
担
税
牧
入
が
計
上
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ

る
。
統
計
の
作
成
に
首
り
決
算
に
よ
る
己
と
の
抽
出
算
に
上
る
よ

り
も
如
何
に
不
利
で
あ
り
困
難
で
あ
る
か
の
問
闘
は
姑
〈
別
と

し
て
財
政
の
研
究
上
決
算
に
よ
る
方
が
輸
出
算
に
よ
る
よ
り
も
這

か
に
正
し
い
と
い
ふ

ιと
は
今
夏
一
百
ふ
ま
で
も
註
い
と
止
で
る

る
。
何
本
文
K
於
て
同
E
n
r
u
Z
5
7
E州
税
、
「
自
古
田
内

9
2

E
州
税
、
。
E
U
E
E
E百
5
7乞
市
町
村
税
と
し
た
と
止
を
ゐ
断

り
し
て
置
く
。

中
央
・
地
方
税
一
般
に
就
て

liVン
ツ
氏
は
巾
央
・
地
方
税

の
割
合
に
就
て
先
づ
尖
の
如
吉
結
果
を
掲
げ
て
ゐ
る
。

平
説
部
被
L

刊
車
車
市
一
革
開
制
点
有

一割一一…一一……「一一一一目出国国一一一

合州岡

市

川j

村

音F干世主主

雑

錐

最
翠
揃
謹
に
於
げ
る
中
央
・
地
方
枕
白
遊
謹

第
二
十
八
巻

一
五
五

七

第

披

特に地方股肱入正明Rなる決算Eヒフる事の困難山ために、.Jt干11闘財政統計も、

の持山には多少白手心tカ11へてねる。

馬はレ y テンマ【タ 以下之に同じ

投

ーー



雑

最
近
樹
逸
に
於
け
る
中
央
・
地
方
砥
自
費
麹

総

}L 右
-- 11: 
五披
|れ
こ二 L;r 
六中
立神'*
}百 1由
i芭 方

向 E
は
せ
て

租
'!tt 
ヰt
入
品層、
額
古1

一
九
二
六
|
二
七
回
百
七
億

馬

一
丸
二
七
|
二
八
に
は
百
二
十
五
億
馬
民
上
っ
た
。
即
ち

一
九
二
五
二
六
か
ら
一
九
二
七
|
二
八
ま
で
に
約
五
億
馬
増

加
し
た
己
と
に
な
る
。
之
を
図
税
地
方
税
別
に
観
る
も
、
一
九

二
五

l
一
一
六
と
一
九
二
七

l
二
八
と
を
比
較
す
る
と
、
阿
税
の

方
は
六
十
八
億
崎
か
ら
八
十
四
億
局
に
削
ち
約
十
六
億
局
〈
約

二
同
一
均
〉
哨
加
し
、
州
・
市
川
村
税
は
コ
一
十
二
低
潟
か
ら
同
十
一

億
応
に
、
印
ち
約
九
億
目
的
で
二
七
%
の
増
加
詣
1

青
一
示
し
、
そ
の

増
加
率
は
闘
税
に
於
け
る
そ
れ
よ
り
も
史
に
大
で
あ
る
。
向
、

認
に
見
渇
す
べ
か
ら
ざ
る
と
之
は
、
戦
後
の
税
制
改
革
に
よ
り

て
同
税
制
酬
が
地
方
税
制
民
比
し
て
寄
し
く
多
く
な
っ
て
来
た
主

い
ム
都
宮
で
あ
る
。
試
み
に
第
一
去
に
就
て
二
者
の
制
合
を
み

る
に
、
仰
れ
の
年
度
に
於
て
も
凶
税
額
は
地
方
税
制
の
約
二
倍

に
常
つ
て
ゐ
る
。

中
央
・
地
方

E
泊
じ
て
租
税
収
入
の
増
加
し
つ
L
あ
る
は
上

の
如
く
で
あ
る
が
、
之
は
抑
も
何
に
山
る
の
で
あ
る
か
、

円
ノ
氏
は
、
最
近
年
度
内
に
於
て
ピ

1
ル
税
の
外
に
租
税
の
中
、

第
二
十
八
巻

三
三

λ

静

観

五，、

税
耐
中
を
引
き
上
げ
ら
れ
た
も
白
が
な
い
と
止
か
ち
察
し
て
も
と

れ
全
く
調
治
の
都
済
山
肌
態
白
良
好
に
向
払
つ
L

あ
る
狩
左
で
あ

る
と
断
じ
て
ゐ
る
。
勿
論
氏
白
官
ム
如
く
、

相
枕
牧
入
の
増
加

事
-
は
直
ち
に
以
て
経
済
紙
態
改
普
E
洲
定
す
る
尺
度
ι
と
た
る
ぺ

机
税
を
以
て
経
済
欣
諮
の
測
定
倒
準
と
な
さ

き
も
の
で
た
く
、

ん
と
す
れ
ば
、
経
消
朕
態
止
胤
係
白
鞘
按
な
る
各
税
を
個
別
的

K
嗣
間
前
町
せ
心
ば
な
ら
砲
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
て
も
明
か

に
布
の
断
山
ん
の
訣
り
に
非
る
と
と
が
分
か
る
。
ま
づ
経
地
問
欣
態

を
最
も
よ
く
あ
ち
は
す
所
得
税
を
み
る
に
、
そ
の
収
入
に
於
て

一
九
二
七
|
二
八
は
前
年
度
に
比
し
て
約
四
分
的
一
宇
崎
加
し

て
ゐ
る
o
又
、
車
税
は
四
八
、
五
%
の
劫
加
率
を
示
し
て
ゐ
る

が
、
と
れ
叉
封
試

ω
上
向
に
伴
う
て
附
剛
氏
力
の
増
加
し
た
と
と

を
意
味
す
る
。
替
業
取
引
の
如
何
を
反
映
す
る
取
引
税
に
就
て

み
る
も
、
税
率
は
一
%
か
ら

0
・
七
五
%
に
下
っ
て
ゐ
る
に
も

拘
ら
十
そ
の
収
入
に
減
少
を
み
ぬ
。
そ
の
他
‘
運
送
税
土
地

獲
得
税

偉
業
税
等
の
牧
入
の
増
加
し
つ
i
A

あ
る
と
・
と
は
、
何

レ
三ノ

れ
も
終
消
航
路
の
荊
朱
を
帯
び
て
来
て
ゐ
る
間
様
で
あ
り
、
か

の
資
本
牧
益
税
に
聞
=
↓

VNKい
ふ
比
較
的
高
率
の
税
の
謀
せ
ら

持 一九孟E判官l主即ちー九二百円四月より一丸二古田三Hに亘るー脅剖年度を定

Bまする。以下之に昨f。



れ
つ
h
あ
る
の
も
資
本
裕
成
力
の
進
み
つ

h
あ
る
と
と
を
諮
る

も
の
で
あ
ら
う
。
之
を
要
す
る
に
、
中
央
・
地
方
税
枚
入
の
地

加
し
つ
ミ
あ
る
は
、
み
{
〈
経
済
状
態
此
普
の
結
間
前
で
あ
る
と
み

て
義
文
な
い
の
で
あ
る
、

関
税
に
就
て

l
l史
陀

レ
ン
ツ
氏
は
一
九
二
五

l
一一六

一
九
二
六

l
二
七
、

一
九
二
七
-
-
八
の
三
前
年
度
に
於
け
る

同

恋
人
主
研
究

iiit し
i![て
二ブC
州
九一 抗〉

!a如
内 己

同 夜
枕を
a; 手

"?' .i... 
八割て

'" る。

邸

主li

庁
片
は
は
陀
m
m

一

日

川

一

一

仁

一

号

、

一

一

2
5
7
4
-

2
‘
hu

枇
時
一
一
会
、
ハ
一
司
一
士
、
九
日
明
記
八
、
E

↓
百
川

'
t

一

H

小
計
土
一
万
三
己
実
、
J

Z
会
一
、
会
呂
、
盟
件
亡
託
、
九
口
付

枕

，.s 
雑

鍬

品
註
描
越
に
於
け
る
巾
央
・
地
方
拐
の
艶
漣

ー
、
取
引
稀
一
一
回
一
点
、
企
晶
、
A

2

4

語
、
主
吾
z
iト一
Z
A
、日一ト

2
.
脊
本
交
誼
枕
一
一
豆
、
一
語
、
且
一
見
、
主
豆
、
百
一
件
一
豆
、
A
一件

3

、
龍
馬
・
官
鍛
抽
一
室
、
宗
J

一
一
夫
、
且
一
口
、
内
土
一
点
、
コ
ム
サ

・
そ
の
他
加
財
一
一
口
一
一
、
告
一
、
L

一
口
一
、
旦
一
、
A
4一
一
、
主
↓

鑑

定

畑

作

品

一

一

三

{

一

(

小
引
山
一
一
式
会
、
一
会
、
九
了
一
一
宮
一
、
ム
児
回
、
一
一
日
了
一

2
凸

一

「

一

、

叩

臨

時

晶

酷

・

車

軸

一

一

一

一

1
.
辿

法

枕

一

一

一

九
政
客
出
廷
「
一
旬
晶
、
一
白
人
、
三
一
一
石
昔
、
立
】
一
、
口
付
一
一
二
岡
村

一

一

一

M
一

H

H
M物
出
世
一
科
目
一
一
二
一
一
一
一
一
一
一
日
一
一
日
間

小
計
也
事
一
円
、
室
、
三
重
、
牛
菜
、
古
川
了
一
回
、
一
同
州

四

、

山

田

竹

栓

・

出

荷

修

枕

一

↑

一

一

ー
、
問
昨
和
一
三
五
五

U
3
A
4
1
且
完
日
日
、
去
一
犬
、
凶
日
元
、
交
H

2
、
砂
漉
桔
一
一
言
己
、
-
一
一
ユ
金
、
一
一
三
回
、
且
二
、
七
ト
一
回
、
主
ト

s、
ピ

i

ル
紙
一
-
豆
一
一
円
、
口
一
=
門
口
、
八
一
五
山
己
、
三
一
口
同
、
一
一
+
一
川
口
、
き
H

4
、
酒
精
帯
同
時
一
-
室
、
三
弓
石
一
一
一
一
否
、
旦
一
口
昔
、
九
ゆ
一
呂
、
同
A
J吋

5
、
そ
の
他
一
一
口
八
五
歪
、
一
一
階
円
五
山
一
、
A

ト
一
去
、
企
ト

小
計
川
二
三
一
一
見
、
且
一
五
一
A
A一
一
式
会
、
旦
五
一
也
、
口
一
判
一
言
、
玉
h

五

、

凶

明

一

一

-

一

一

一

ハ

小
計
6
一
五
色
、
昌
九
川
口
、
同
二
呈
口
、
品
尚
一
口
J
一
+
一
二
一
、
全
十

組
計
(
一
三
一
、
で
一
目
、
一
一
色

2
5一
一
、
出
了
一
ヨ
一
、
会
川

統
計
の
一
却
す
如
く
、
園
税
白
幡
軸
を
た
す
も
の
所
得
の
諸
税

第
=
十
凡
品
世

r~位は苛調馬• 

三
=
一
丸

第

掛

一一且七



雑

最
近
樹
逸
に
於
け
る
巾
央
・
地
方
惜
の
艶
謹

鋭

で
あ
る
。
今
之
に
属
す
る
努
賃
秘
・
所
得
税
・
資
本
牧
得
税
・
合
枇

枕
E
合
算
す
れ
ば
そ
の
組
、

一
九
二
七

l
二
八
に
は
さ
十
二
億

そ
白
収
入
制
念
捕
し
つ
込
あ
り
'
と
さ

れ
る
闘
挽
(
十
二
億
五
千
前
回
)
と
山
内
世
税
(
十
七
億
馬
)
主
主
合

五
千
時
局
以
上
に
上
り
、

し
て
も
こ
の
削
酬
に
及
ば
す
、

か
の
取
引
税
制
白
如
き
も
僅
か

ι

所
得
税
舗
の
四
分
の
一
乃
五
三
分
↑
に
す
ぎ
ぬ
o

翻
っ
て
之

を
一
九
二
五

l
二
六
に
比
す
れ
ば
、
各
凶
枕
収
入
制
に
は
非
治

医
向
型
化
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る

Q

川
ち
一
丸
二
五

l
二
六
に
は
取

引
枕
倒
は
十
川
低
間
同
で
所
得
税
制
口
鴻
ん
ど
一
ハ

O
%に
及
ん
で

ゐ
た
の
で
あ
る
が
そ
の
後
、
取
引
税
の
税
禅
が
引
古
下
げ
し
円
れ

モ
心
収
入
も
十
州
俗
的
か
ら
九
億
印
刷
削
b
約
五
億
路
減
巾

J

し
亡

ゐ
る
。
そ
は
止
も
か
く
取
引
殺
に
か
く
の
如
吉
誠
牧
あ
り
し

ι

も
仙
川
ら
十
一
九
二
七

l
二
八
の
閥
抗
牧
入
は
一
九
二
五
-
一
λ

の
そ
れ
に
比
し
て
約
十
六
佑
同
も
地
加
し

τゐ
る
。
活
し
そ
れ

取
引
税
卒
に
か
く
の
如
き
低
下
な
か
り
止
ば

川田

ι土
十
一
位

隔
の
楠
加
わ
叱
み
た
か
も
知
れ
危
い
の
而
し
亡
か
く
の
如
吉
租
税

収
入
心
嶋
加
は
、
そ
の
大
部
分
は
所
得
者
税
の
増
牧
(
八
位
一
三
T

寓
馬
)
止
財
産
税
の
檎
収
(
一
億
七
千
高
崎
)
に
よ
る
の
で
あ
る

第
二
十
八
巻

三
判
。

告書

鶴

E 
J、

が
、
認
に
特
て
注
意
せ
ら
る
べ
き
と
と
は
所
得
税
の
一
一
砲
で
あ

る
品
百
貨
税
の
増
加
し
て
ゐ
左
い
と
主
で
あ
る
。
之
を
前
払
第

表
に
み
ん
、
も
‘
勢
貨
統
は
一
九
一
一
六

l
二
七
に
は
前
年
皮
に
比

し
て
却
っ
て
減
少
し
て
ゐ
る
。
4

ん
も
次
の
年
度
忙
H
M
て
は
再
び

上
つ
て
は
ゐ
る
が
、
之
は
全
く
借
倒
業
務
の
増
加
せ
る
L
C
労
賃

並
び
に
俸
給
収
入
白
崎
加
せ
る
結
果
に
外
た
ら
ぬ
白
で
あ
る
。

次
に
序
を
以
て
今
φ
し
く
川
得
各
彼
自
費
迷
を
考
へ
亡
み
た

い
止
忠
ふ
G

所
得
税
制
は
崎
掲
第
一
一
表

ιあ
ら
は
れ
し
如
く
最

近
白
三
間
年
正
二
十
四
億
馬
・
二
十
六
億
・
一
一
一

1
三
億
と
火
第
に

川
叩
川
じ

τ郡
市
た
。
そ
の
中
、
問
百
貨
税
は
枇
初
は
十
四
億
、
火
は

十
一
依
馬
に
下
り
引
に
再
び
十
四
億
目
的

ι上
っ
た
の
で
あ
る

古

大
所
符
の
税
拡
八
億
陪
・
十
一
低
周
・
十
三
億
局
占
絶
え
4
y

増
加
し
つ

L
b
る
。
一
一
一
ロ
ム
迄
も
た
く
前
者
は
小
所
得
将
に
後
者

は
大
所
得
者
と
鴇
接
な
闘
係
主
も
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
小
所
持

者

ι有
利
K
Q
如
き
結
果
が
租
税

ω上
に
あ
ら
は
れ
て
来
た
乙

と
に
就
亡
は
立
訟
者
の
努
力
に
ま
つ
事
多
い
も
の
が
あ
る
で
あ

ら
う
。
試
#
に
勢
質
税
と
仙
の
即
川
如
何
各
殺
と
の
護
起
を
凶
去
に

土
つ

τ示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。



大
所
持
へ
の
謀
説

勢
賃
以
件
内
所
持
時
総
司

勢
貨
か
ら
の
所
得
拙

去三w

/タ 2 <5"" / 7 Jl b /5'27  /'1且g

一仁二

十

ー-・・ F

~ ー、 一戸二

働移の入仕掛伴断るたみにIl筒三持

B 島問

700 

600 

500 

400 

300 

雑

僻.

最
近
硝
誕
に
於
け
る
中
央
・
地
方
枕
白
斑
建

200 

100 

右
の
同
去
に
よ
り
て
所
得
各
税
白
後
越
を
み
れ
ば
、
経
済
欣

態
の
改
善
と
相
侠
っ
て
い
か
に
も
具
案
的
計
法
的
に
進
ん
で
ゐ

る
己
占
が
分
か
る
。
今
、
努
貸
税
社
そ
の
他
の
川
得
税
巳
比
較

す
る
に

一
九
二
五

l
二
六
白
前
争
は
拶
賃
枕
は
非
常
に
高
く

し
て
問
低
出
向
に
速
し
て
ゐ
る
の
に
、
成
飴
の
所
得
税
は
合
し
て

漸
く
一
二
日
出
馬
で
あ
る
。
而
る
江
そ
の
後
務
質
税
は
吠
第
に
低
下

し
て
仰
の
諸
税
の
収
入
は
漸
増
し
て
来
た
。
而
し
て
岡
表
に
み

る
お
く

一
九
二
六
の
七
月
頃
土
り
拡
二
者
出
制
合
は
始
ど
問

定
し
て
平
行
総
を
拙
い
て
逃
ん
で
ゐ
る
。
前
来
、
勢
貸
税
は
コ
一

低
民
乃
五
問
億
山
岬
誕
を
上
下
し
て
ゐ
る
が
、
漣
依
の
所
得
税
制

は
常
に
そ
れ
よ
り
も
約
一
億
馬
宛
多
い
。
同
巴
様
な
閥
係
が
持

賃
枕
ー
と
大
所
得
心
税
ー
と
の
川

ιも
貌
は
れ
る
。
所
得
税
の
溌
迷

は
犬
槌
上
越
の
如
し
・
と
し
て
、
尖
に
粧
地
中
の
一
九
一
一
八
|

九
の
租
税
収
入
の
見
込
に
於
て
一
言
せ
う
。

一
九
二
八
1
二
九

白
租
税
収
入
の
換
算
は
岡
税
・
地
方
税
を
合
し
て
八
十
八
億
応

で
あ
っ
て
前
年
度
よ
り
も
四
億
馬
も
多
く
見
秘
つ
で
あ
る
。
と

の
増
牧
低
そ
の
大
部
分
在
所
得
税
と
取
引
税
忙
期
待
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
己
れ
ら
の
租
税
の
前
半
年
に
あ
げ
た
成
績
か
ら

第
ニ
十
λ
を

四

第

蹴

一
百
九



雑

最
近
猫
逸
に
於
け
る
中
世
・
地
方
枯
由
理
遁

錨

み
る
'
V

』必
A
Y
し
も
的
外
れ
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
田
市
し
て
そ
れ

だ
け
の
増
収
を
あ
げ
う
る
か
も
疑
は
し
い
。
所
得
税
の
牧
入
は

九
月
ま
で
に
牧
入
抽
出
算
額
ご
十
九
億
鳩
山
一
五
五
%
仰
ち
十
六
億

に
上
っ
て
ゐ
る
の
で
め
る
が
、
所
得
税
中
に
は
前
半
年
中
に
決

定
文
却
さ
れ
し
も
の
の
多
い
と
・
と
も
注
意
せ
ら
る
べ
く
、
十
月

一
日
以
来
訴
に
租
税
制
肥
減
が
行
は
れ
て
ゐ
る
し
、
山
常
業
稔
白
如

き
も
前
半
年
に
期
待
さ
れ
し
砲
の
成
績
を
上
げ
て
ゐ
左
h
o
尤

も
そ
れ
は
冬
季
に
於
て
殊
に
ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
に
は
大
い
に
場

加
す
る
で
あ
ら
う
。
開
松
左
酒
精
専
問
民
経
金
も
漁
算
D
主

OVN

K
也
越
し
て
ゐ
な
い
が
冬
期
に
増
加
す
る
火
澗
税
牧
入
で
加
め

合
は
せ
を
な
ず
で
あ
ら
う
。
方
も
一
九
一
一
八
は
比
較
的
劉
年
で

あ
っ
た
か
ら
関
税
収
入
は
恐
ら
く
穂
算
翻
に
は
越
せ
ぬ
で
あ
ら

う
。
以
上
は
副
年
度
の
潤
税
収
入
陀
釘
す
る
V

Y
ツ
氏
の
抽
出
惣

で
あ
る
。
た
止
で
前
年
度
に
比
し
て
阿
億
馬
ま
で
の
増
収
が

期
待
出
来
ぬ
に
せ
よ
、
澗
越
の
財
政
経
済
の
著
し
く
改
葬
さ
れ

つ
t
A

あ
る
己
止
は
か
と
ゐ
預
想
に
土
り
て
も
看
取
す
る
に
難
〈

た
い
。
更
に
一
特
L
て
最
後
に
地
方
税
の
稜
挫
欣
況
を
一
瞥
せ

う。

第
ニ
十
凡
巻

第

現

同

/、
O 

州
・
市
町
村
税
に
就
て

l
l州
・
市
町
村
税
制
酬
は
既
に
越
.
へ
も
件

る
如
く
岡
税
収
入
額
白
約
牛
分
に
あ
た
る
。
在
比
先
づ
レ
ン
ツ

氏
白
研
究
に
よ
り
て
最
近
三
ヶ
年
白
地
方
税
の
設
建
を
一
不
在

F 
ノ。

帯
四
表

長

最
近
三
筒
年
に
於
け
る
地
方
税
収
入

一
一
室
1-L
一
主
上
一
子
一
一
下
一
一
ι
一
説
ハ
一
一
計
四
肌

「
|
L
i
I
L
I
-
-
嗣
闘
H
l
門

土

地

則

市

並

に

一

一

替

業

位

一

一

一

一

一

、

地

組

並

に

建

一

一

生

4

一

}

一

物
雄
一
企
口
、
三
一
口
三
、
旦
二
一
一
、
同
一
一
豆
、
一
白
一
斉
告
一
V

2

替
業
枕
一
若
弓
立
去
一
、
旦
是
λ
↓-t

ユ一豆、
u
u
h

一
塁
弔
問
千
円

(

帥

制

削

)

一

一

一

一

い

一

ハ

a
、
断
白
他
所
有
一
回
、
z
一
回
、

4

2
一
、
五
件
一
塁
、
量
H

小
野
山

7
皇
、
且
一
案
、
で
雲
、
i

突
出
、
旦
川
一
喜
一
、
四
一
州

ニ
、
家
賃
枕
一
一
一
毛
‘
旦
一
号
、
三
三
月
三
重
、
古
住
=
晶
、
A
A
H

小
計
幻
一
コ
雲
、
口
一
一
塁
、
三
一
室
一
三
重
、
尚
一
=
晶
、
A
A川

二

一

、

尉

直

交

誼

枕

一

一

一

一

一

ー
、
土
車
問
生
一
九
三
一
己
主
一
一
恒
一
五
色
、
品
一
豆
、
呉
川

rt創
剖

」

一

一

一

一

一

2
、
配
れ
酬
一
即
肘
一
旦
晶
、
品
同
三
貴
日
一
回
、
A
U
q口
市

小

計
8
一
量
一
豆
一
一
一
圭
、
品
吾
石
、
車
一
夫
、
口
士
昌
口
、
ョ
一
十

ー+

枕

2量

単位百高馬



町
、
泊
費
腫
・
者
修
栂
-
一

ー
、
飲
料
稲
↑
一
豆
、
且
室
、
一
↑
夫
、
4

究
、
凸
一
果
、
二

H

a、
趣

興

骨

nut-d
主
三
雨
、
コ
一
丸
、
同
斗
一
ご
、
毛
叶

g
、
高
犬
松
山
口
、
豆
」
一
口
、
三
夫
、
一
、

z
d
z、
石
寸

て
そ
自
他
の
税
一
一
回
、
星
一
一
志
、
邑
毛
、
弓

A
H
ご、同コ一一円

右
の
表
に
み
る
如
〈
、
そ
の
総
牧
入
拡
批
近
三
筒
年
川
K

十
二
億
馬
・
三
十
六
億
・
四
十
一
億
と
増
加
し
そ
の
増
加
率
ご
七

%
を
示
し
て
ゐ
る
。

地
方
税
の
恒
軸

E-な
す
も
の
は
物
税
で
あ
る
。

而
し
て
地

租
・
建
物
税
・
皆
業
税
配
合
し
て
、

己
円
一
一
一
筒
平
民
十
阿
倍
応
か

ち
十
九
億
馬
忙
上
っ
た
e
家
賃
税
の
増
加
も
亦
之
に
あ
ま
り
譲

ち
ぬ
。
地
方
税
L
C

し
で
は
己
れ
ら
の
外
忙
右
第
四
去
に
み
る
如

〈
土
地
獲
得
税
・
泊
費
税
・
脊
修
税
等
が
晶
る
。
今
試
み
忙
そ
れ

ιの
各
殺
に
就
て
一
瞥
す
る
た
ら
ば
、
地
租
止
建
物
税
は
八
億

基
か
ら
+
一
億
基
に
止
り
て
約
二
八
広
の
増
加
蔀
量
一
日

L
I
替

業
税
心
如
き
は
五
億
轟
か
ら
八
億
叢
K
上
り
そ
の
増
加
率
問
。

vm
占
い
ふ
非
常
去
る
臨
進
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く

雑

鋭

品
、
近
硝
訟
に
於
吋
る
中
央
・
地
方
時
申
縫
謹

皆
業
税
は
各
々
増
進
し
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
一
九
二
八

-
ニ
丸
の
最
初
三
箇
月
の
成
績
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
。
そ

の
他
の
家
賃
税
増
加
と
い
ひ
、
土
地
利
得
税
の
増
牧
と
い
ひ
、

と
れ
ら
諸
税
の
念
激
止
る
楠
牧
H
H

己
れ
叉
会
〈
粧
済
欣
態
の
同

復
に
困
る
結
果
で
あ
る
・
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
ピ
と
れ

ち
諸
税
に
比
し
て
泊
費
税
や
蒋
修
税
の
減
少
し
て
ゐ
る
が
、
就

中
消
殺
の
減
少
し
た
る
は

一
丸
二
七
の
四
月
一
日
以
来
ピ
l

ル
以
外
に
泊
剣
火
消
制
酬
が
地
方
税
'
と
し
て
の
課
税
を
完
れ
し
に

ド
」
血
友
V
O

結
言
|
|
一
以
上
寄
人
白
地
べ
た
る
所

P
要
括
ず
る
に
、
猫
逸

に
於
て
は
U
J

岡
税
も
地
方
税
も
そ
の
収
入
額
が
漸
次
増
加
し
つ

〉
t

t
a

あ
り
九
殊
に
モ
の
増
加
率
が
閣
枕
よ
り
も
地
方
税
に
於
て
犬

4
)
 

左
る
と
ル
」
ほ
図
税
額
の
地
方
税
額
に
封
ず
る
割
合
が
著
し
く
大

企
た
b
つ
あ
る
と
主
聞
し
て
現
に
前
者
は
後
者
の
約
二
倍
に
営

)
 

っ
て
ゐ
る
乙
占
収
関
税
の
掘
削
は
所
得
税
に
あ
る
と
と
及
び
そ

の
所
得
税
の
設
建
の
顕
著
た
と
と
サ
務
品
質
所
得
K
剥
す
る
課

(

:

 

税
調
中
が
漸
弐
低
下
し
つ
L
あ
る
と
と
心
地
方
税
の
植
軌
が
物
税

}

(

ー

:

に
あ
る
と
主
同
地
方
替
業
税
の
著
し
く
増
加
し
つ
L
あ
る
と
と

第
二
十
八
巻

三
四
三

第

掠

プミ



草島

S止

美
前
制
作
村
小
皿
自
制
山
制
度

等
で
あ
る
o

測
地
の
似
体
は
中
央
・
地
方
主
泊
じ
て
今
や
次
第

に
順
訓
日
仏
赴
宮
つ
弘
め
る
も
の
L
加
く
で
あ
る
。
而
し
て
を
の

主
た
る
開
凶
は
揃
池
凶
民
総
情
欣
磁
の
改
善
に
あ
り
止
せ
ら
る

以
上
百
人
の
特
に
出

H
す
べ
き
現
象
で
た
け
ね
ば
た
ら
む
。

(
問
、
一
、
一
八
)


